
質 問 回 答 書 
 
件  名 新たな電子申請・届出システムの導入及び運用保守業務委託             
 
仕様書 
該当ページ、項番 等 質 問 回 答 
提案書作成要領 

２ 参考見積書 

参考見積書の提出は、何部必

要となるでしょうか？ 

７部ご提出ください。 

提案書作成要領 

７ 提案書の内容 

提案書（様式３） 

様式３は７部全て代表者印

の押印が必要でしょうか？ 

様式３については１部（要押

印）ご提出ください。 

 

提案書作成要領 

７ 提案書の内容 

 (４) 

提案書のページ数のカウン

トについて 

①30P で提出する場合、「様

式３」及び「要領－１から３」

も含みページ数をカウント

するのか「イ自由書式に記載

するもの」で 30Pの認識でよ

いのかご教示願います。 

②また目次は必要となりま

すか？必要な場合ページ数

に含まれるでしょうか？ 

①「イ自由書式に記載するも

の」のページ数をカウントし

ます。 

②目次は必要ですが、ページ

数には含めません。 

基本仕様書 

７ データ移行 

（２） 

現時点でのデータ移行する

約６０手続きの一覧をご提

示していただくことは可能

でしょうか？ 

現時点で移行する手続の一覧

は別紙１_移行手続一覧（6月

7 日時点）の通りです。 

別紙１ 機能要件一覧 

NO34 職員側機能 

「他の業務システムおよび

ワークフローシステムとの

データ連携機能、API 連携機

能を持つこと」 

①「他の業務システム」とは

どのようなシステムを想定

されていますでしょうか？ 

②また「ワークフローシステ

ム」とはどのような内容を想

定しているかご教示くださ

い。 

①他の業務システムとは、例

えば以下のシステムを想定し

ています。 

・申請データを元に交付文書

発行のための審査等の業務処

理を行うシステム 

・電子収納の経理処理を行う

財務会計システム 

・行政文書の決裁処理を行う

文書管理システム 

②ワークフローシステムと

は、機能要件一覧の NO33の機

能に加え、その他承認フロー

や業務に即した処理を行う機

能を持った高度なシステムを

ワークフローシステムと考え

ています。 



業務説明資料 

基本仕様書 

Ｐ１ 

「本説明書に記載した内容

には、現在検討中のものも含

まれるため、本プロポーザル

のみの設定条件とし、将来の

業務実施の条件となるもの

ではありません。」とありま

すが、仕様書に記載されてい

る業務の範囲や機能要件に

ある機能の一覧及び必須/任

意区分などについて、必要性

などを双方にて協議・調整の

上、契約内容を決定すること

が可能という理解でよろし

いでしょうか。 

機能一覧で必須機能としてい

る要件については、対応いた

だく必要があります。 

それ以外の部分についても、

協議・調整が可能な部分とそ

うでない部分があるため、仕

様書の記載に適合しない部分

がある場合は、その具体的な

内容を記載した資料を提案資

料に併せて提出してくださ

い。 

業務説明資料 

６ 業務内容 

（３）イ 

カスタマイズ機能は仕様書

に記載のない機能でしょう

か。 

その場合は、想定しているカ

スタマイズ内容についてご

教示ください。 

仕様書に記載のない機能では

ありません。カスタマイズ機

能の開発作業とは、パッケー

ジを使用し、本システムを構

築する場合に、仕様書に記載

の内容のうち、各事業者のシ

ステムの機能にあらかじめ含

まれていない部分の開発作業

を想定しています。 

このため、カスタマイズ内容

は事業者ごとに異なります。 

業務説明資料 

基本仕様書 

５ サービス要件 

（３）イ 

無償となるエンハンスの対

象となる改善の範囲をご教

示頂けますでしょうか。追加

機能や改善の内容によって

は別途費用が発生すること

は認められますでしょうか。 

サービスの提供の中で、定期

的にシステムのエンハンスが

行われていくことを想定して

おり、可能な限りオプション

プランで別料金が発生するよ

うなものではないことが望ま

しいです。 

なお、カスタマイズ部分を想

定した記載ではありません。 

業務説明資料 

基本仕様書 

５ サービス要件 

（３）ウ 

SaaS の場合、自治体個別に

サービス仕様書の提供はで

きないため、マニュアルのみ

の提供でもよろしいでしょ

うか。 

また、マニュアルの提供方法

は WEB ページでもよろしい

でしょうか。PDF などで管理

するよりも、貴市で最新のバ

ージョンを把握しやすいと

考えています。 

仕様のとおり、サービス仕様

書等の資料の提供は必須で

す。 

マニュアルの提供方法は WEB

ページでもかまいません。 



業務説明資料 

基本仕様書 

５ サービス要件 

（３）オ 

①業務システム及び接続さ

れているネットワークをご

教示頂けますでしょうか。 

②当社では API の開発を現

在予定していないため、CSV

形式のデータ出力のみ対応

としてもよいでしょうか。 

①他の業務システムとは、例

えば以下のシステムを想定し

ています。 

・申請データを元に交付文書

発行のための審査等の業務処

理を行うシステム 

・電子収納の経理処理を行う

財務会計システム 

・行政文書の決裁処理を行う

文書管理システム 

ネットワークは、LGWANに接続

された庁内 LAN を想定してい

ます。 

②CSV 形式のデータ出力のみ

の対応でも可ですが、API連携

できた方が評価が高くなりま

す。 

業務説明資料 

基本仕様書 

５ サービス要件 

（３）カ 

本要件に記載の「カスタマイ

ズ、追加機能等の開発」を行

う者は今回選定される事業

者という理解でよろしいで

しょうか。 

保守の中でのカスタマイズに

関する記載ですので、内容に

より受託者等関係者と調整の

上、事業者を選定することに

なります。 

業務説明資料 

基本仕様書 

５ サービス要件 

（６） 

「他システム連携の際に必

要となるインターフェイス

仕様」というのはどのような

連携を想定していますでし

ょうか。 

連携先の仕様を考慮した上

で検討していく必要がある

と考えており、今後公開予定

の「エンドツーエンドのオン

ライン接続に係る標準仕様」

を想定するのがよろしいで

しょうか。 

本システムが他システムと連

携するためのインターフェイ

スの仕様となります。 

「エンドツーエンドのオンラ

イン接続に係る標準仕様」を

考慮する必要があると考えま

すが、本システムと連携する

ために必要な情報が記載され

た仕様であれば問題ありませ

ん。 

業務説明資料 

基本仕様書 

５ サービス要件 

（８）ア 

①移行対象のデータから申

請データを対象外としてい

ただくことは可能でしょう

か。申請データの形式はシス

テムによって異なる仕様で

すので、取り込むことは難し

いと考えています。 

②「その他、職員の運用支援

を行うこと」の業務内容につ

いては、「システムの操作方

法の問い合わせ対応」が支援

の対象という理解でよろし

いでしょうか。 

①基本仕様書５（８）アは運用

支援における機構改革などの

際のデータ移行であり、運用

開始後の同一システム内での

データ移行となるため、申請

データは移行対象です。 

②ご指摘の内容はサポートセ

ンターの対象です。その他の

職員の運用支援とは、機能と

して提供されている操作では

行えない申請データの一括抽

出や利用状況の情報提供な

ど、運用をしていくにあたっ

て必要性が生じた対応を指し



ており、可能な範囲で対応し

ていただくことを想定してい

ます。 

業務説明資料 

基本仕様書 

５ サービス要件 

（９）カ 

市民側についてはマニュア

ルがなくとも申請できる UX

として設計している場合に

は対象外としていただくこ

とは可能でしょうか。ただ

し、FAQをご用意しておりま

すので、利用方法に関する問

い合わせに対する説明はそ

ちらに掲載予定です。 

仕様のとおり、操作マニュア

ルを整備してください。 

業務説明資料 

基本仕様書 

６ 参考データ 

（４） 

令和 4 年度以降の想定件数

をお示しください。 

６(1)の手続利用件数の伸び

にある程度比例するものと考

えていますが、令和３年度の

実績をもって令和４年度の件

数を想定したいと考えてお

り、具体的にお示しすること

はできません。 

業務説明資料 

基本仕様書 

７ データ移行 

（２）ア 

①対象手続きの一覧及び公

開中の申請フォームの一覧

をいただけないでしょうか。 

②他自治体で横浜市が利用

しているシステムと同じシ

ステムの手続きを移行した

際に、様式の作り込みをして

いる申請フォームについて

は、使いやすい申請フォーム

にするために要件の見直し

を所管課と行った上、当社で

個別に開発する必要があり

ました。そのため、60手続き

の移行を年度内に行うこと

は現実的ではないと考えて

おりますため、当社の汎用機

能により対応できない申請

フォームについては移行対

象外（本調達の対象外）とし

別途個別開発で対応とする、

もしくは汎用機能で設定可

能な申請フォームの内容に

変更いただくものとしてい

ただけますでしょうか。 

③Microsoft Access などで

取り込んで処理をしている

手続きの申請データを当社

業務用データに変換する場

①現時点で移行する手続の一

覧は別紙１_移行手続一覧（6

月 7日時点）の通りです。 

②60 手続の移行については、

年度内に新システムの機能で

可能な範囲での移行を行って

いただきます。 

③Accessから出力したデータ

を本システムに取り込むこと

は想定していませんが、該当

する事態となった場合はご認

識のとおり本市で対応しま

す。 



合は貴市にて行っていただ

けますでしょうか。 

業務説明資料 

基本仕様書 

７ データ移行 

（２）イ 

①移行作業の支援の対象は

1000 手続きではなく、100 手

続きという認識でよろしい

でしょうか。 

②移行支援とは具体的にど

のような作業を想定されて

いますでしょうか。操作研修

及び利用方法の問い合わせ

回答という認識でよいでし

ょうか。 

③移行対象である手続き詳

細情報（9000 手続き分）で、

手続きの一覧及び申請書の

様式については提供可能と

なっているが、それぞれの手

続説明も提供可能か、またそ

れは当社指定のフォーマッ

トに合わせた形で提供可能

でしょうか。 

①ご認識のとおりです。 

②移行支援の作業想定は、7

（2）イの括弧書きに記載の通

り、「手続情報などの一括登録

ができる部分は移行作業を行

い、ダウンロード様式など一

括移行が困難な部分は、職員

が移行作業を行う際のマニュ

アル作成や問合せ対応を行う

など」です。 

③手続詳細情報の手続説明の

文章も提供可能です。御社指

定のフォーマットでの提供に

ついては、可能な限りは対応

したいと考えています。 

業務説明資料 

基本仕様書 

９ サポートセンター 

①具体的な制度に関する問

い合わせに対する回答も業

務範囲になりますでしょう

か。 

②個別の制度も対象と想定

されている場合、都度貴市か

ら制度に関する情報の説明

を行っていただく必要があ

ると考えていますが、各所管

課にて都度説明を行ってい

ただくのは現実的に難しい

と思われますので、システム

の利用方法に関する問い合

わせとさせて頂いてもよい

でしょうか。 

③ コールセンターの設置場

所についてご教示いただけ

ますでしょうか。 

④ 機器の負担は事業者で行

うことになりますでしょう

か。 

⑤ 機器の負担を事業者で行

う場合、使用する電話番号及

びメールアドレスは事業者

で決める前提でよろしいで

しょうか。 

⑥ WEB フォームの受付の返

①個別の申請に関する制度に

対する問合せ対応は業務範囲

外です。 

②操作方法を含むシステムに

関する問合せ対応がサポート

センターの業務となります。 

③サポートセンターの設置場

所については国内を想定して

いますが、特に指定はありま

せん。 

④機器は事業者負担となりま

す。 

⑤電話番号は特に指定はあり

ません。メールアドレスは、事

業者で決めることも可能です

が、本市サブドメインを利用

できた方が評価が高くなりま

す。 

⑥WEB フォームの受付は必要

です。 

⑦教材等を提供します。 



信はメールで行いますので、

メールのみの受付としても

よいでしょうか。 

⑦ 貴市の条例やセキュリテ

ィポリシー、個人情報保護規

定などの研修の教材はご提

供いただけると考えてよろ

しいでしょうか。 

業務説明資料 

基本仕様書 

10 運用報告 

貴市からの機能改善の要望

への対応については、開発を

実施するかの判断は当社に

て行うことでよろしいでし

ょうか。 

協議により両者合意の上での

決定とさせていただきます。 

業務説明資料 

基本仕様書 

10 運用報告 

(２) 

想定されている SLA をご教

示頂けますでしょうか。 

評価基準「5.1.1 SLA」にある

とおり、以下の内容を要求し

ています。 

稼働率：99.5％以上 

オンライン応答時間：3秒以内 

サポートセンター問題解決

率：90％以上 

障害発生時の平均復旧時間：6

時間以内 

業務説明資料 

基本仕様書 

10 運用報告 

（３） 

SaaS の場合、機能改善を都

度自治体個別に報告するこ

とはできないため、機能改

善・機能改修については報告

の対象外と考えてよろしい

でしょうか。 

個別報告でなくとも構いませ

んが、機能改善・改修の内容に

ついてご報告が必要です。 

業務説明資料 

基本仕様書 

別紙２ アクセシビリ

ティ要件 

１ ウェブアクセシビ

リティの確保について 

（１） 

JIS X 8341-3:2016 のレベ

ル AA にいつの時点で準拠

していることが求められま

すでしょうか。現在準拠にむ

けて対応中であり、対応完了

時期が次年度となってもよ

ろしいでしょうか。 

運用開始となる令和３年 12

月までに準拠していただくこ

とになります。なお、別紙２ 

１（４）に記載のとおり、技術

的に困難な場合、協議するこ

とは考えられます。 

業務説明資料 

基本仕様書 

別紙２ アクセシビリ

ティ要件 

１ ウェブアクセシビ

リティの確保について 

（３） 

『総務省の「みんなの公共サ

イト運用ガイドライン」、及

び WAIC の「ウェブアクセシ

ビリティ方針策定ガイドラ

イン」に基づき、発注者と協

議の上、ウェブアクセシビリ

ティ方針を策定する』とあり

ますが、当社サービスは

SaaS のため、協議ではなく

当社において方針の決定を

することでよろしいでしょ

うか。 

本市と協議の上、方針の策定

をお願いします。なお、仕様の

とおり全てのウェブページが

JIS X 8341-3:2016 のレベル

AAに準拠しているのであれば

問題ありません。 



業務説明資料 

基本仕様書 

別紙２ アクセシビリ

ティ要件 

１ ウェブアクセシビ

リティの確保について 

（４）ア 

『HTML、CSS の雛形作成段階

において、達成基準への対応

状況を確認すること。テスト

ツール(miChecker 等)によ

る判定が可能な検証項目に

ついては、ツールを使用し、

対応状況を確認すること。そ

の結果は発注者へ情報提供

すること。』とありますが、

当社サービスは SaaS のた

め、情報提供は行わず、当社

において適切に対応を行う

形でよろしいでしょうか。 

結果の情報提供をお願いしま

す。 

業務説明資料 

基本仕様書 

別紙２ アクセシビリ

ティ要件 

１ ウェブアクセシビ

リティの確保について 

（５）ウ 

『試験内容については、発注

者に説明し、承認を得るこ

と』とありますが、当社サー

ビスは SaaS のため、貴市へ

の承認依頼は行わず、当社に

おいて適切に対応を行う形

でよろしいでしょうか。 

本市の承認が必要です。 

業務説明資料 

基本仕様書 

別紙２ アクセシビリ

ティ要件 

１ ウェブアクセシビ

リティの確保について 

（７） 

『達成基準チェックリスト

の各項目の試験結果につい

て発注者に説明し、試験結果

の妥当性について承認を得

る』とありますが、当社サー

ビスは SaaS のため、貴市へ

の承認依頼は行わず、当社に

おいて適切に対応を行う形

でよろしいでしょうか。 

本市の承認が必要です。 

業務説明資料 

基本仕様書 

特記仕様書 

２ 保守性・運用性要

件 

（１）オ 

①どのような方法でセキュ

リティ診断を実施する想定

でしょうか。 

②SaaS の場合、診断内容に

よっては対応できない場合

も考えられるため、診断方法

については協議の上事業者

判断でよろしいでしょうか。 

①J-LIS が提供するセキュリ

ティ診断ツールを、本市担当

者がシステムに対して実施す

る方法を想定しています。 

②診断方法は①のとおりで

す。 

 

業務説明資料 

基本仕様書 

特記仕様書 

２ 保守性・運用性要

件 

（２）、 

電子計算機処理等の

契約に関する情報取

扱特記事項 

第９条 

申請データについては、行政

手続きにおける住民控えで

あるという性質上、削除・廃

棄することは難しいと考え

ており、その場合には管理画

面上から当該データへ貴市

職員がアクセスできないよ

うにすることでよいでしょ

うか。（上記対応で行政文書

の廃棄は行えていると考え

ています。） 

契約終了時や記憶媒体の廃棄

等を実施する場合には、デー

タの復元が困難な状態とした

上でデータを確実に消去した

証明が必要です。本市職員が

アクセスできない状態にする

ことではデータを消去したこ

とになりません。 



委託契約約款 

第１条第１項 

①「約款（契約書を含む。以

下同じ。）に基づき、設計図

書（別添の設計書、仕様書、

図面、現場説明書及びこれら

の図書に対する質問回答書

をいう。以下同じ。）に従い 」

とありますが、実際に契約書

として合綴される対象文書

は「契約書」「委託契約約款」

「基本仕様書」「Webアプリ

ケーションセキュリティに

係る特記仕様書」「個人情報

取扱特記事項」「電子計算機

処理等の契約に関する情報

取扱特記事項」を想定されて

いる理解でよろしいでしょ

うか。 

② 上記理解が正しい場合、

「契約書」の内容をご提示い

ただけますでしょうか。 

③ また、当社は、複数の自

治体様向けに SaaS 製品とし

て展開している自社製品を

ベースに本業務の提案をさ

せていただく想定です。当該

製品をご利用いただくにあ

たっては、ご利用条件を規定

した当社標準約款に同意い

ただく必要がございます。そ

のため、契約書に当該約款を

合綴いただく、もしくは、契

約書の締結と同時に当該約

款に書面同意をいただく等

の具体的な契約形式につい

て、選定後に協議させていた

だくことは可能でしょうか。 

①②契約書に合綴される対象

文書は、「契約書表紙」「設計

書」「基本仕様書」「Webアプ

リケーションセキュリティに

係る特記仕様書」「委託契約約

款」「電子計算機処理等の契約

に関する情報取扱特記事項」

「個人情報取扱特記事項」「質

問回答書」です。 

契約書表紙の書式は横浜市ホ

ームページ「横浜市 ->ヨコハ

マ・入札のとびら-> ダウンロ

ードファイル一覧」に掲載の

「委託契約書 表紙」をご確

認ください。 

http://keiyaku.city. 

yokohama.lg.jp/epco/ 

servlet/p?job= 

DownloadList#05 

 

設計書は、契約件名や履行場

所、履行期間、契約金額の総額

や内訳等を記載する書式で

す。 

③ご指摘の契約形式につい

て、選定後の協議は可能です。 

 

 

 

委託契約約款 

第１条第２項、 

第 29 条 

支払いタイミングについて

本調達スコープである令和

３年末での一括支払いを想

定されている理解でよろし

いでしょうか。なお、当社サ

ービスは SaaS のため原則月

額利用料金での支払となり

ますため、選定後に支払いタ

イミングについて協議させ

ていただくことはできます

でしょうか。 

ご認識のとおり一括支払いを

想定していますが、支払いの

タイミングについて、選定後

の協議は可能です。 

ただし、履行完了後の支払い

が原則であるため、カスタマ

イズ部分などは履行検査後の

支払となります。 

http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/f?file_no=00000000000000036783
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/f?file_no=00000000000000036783
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/f?file_no=00000000000000036783
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/f?file_no=00000000000000036783


委託契約約款 

第５条、 

電子計算機処理等の

契約に関する情報取

扱特記事項 

第 14 条 

「契約の履行の目的物」や

「成果物」が仕様書上明確に

定義されていないため、具体

的に何がこれら条項の適用

対象に該当するのかご教示

いただけますでしょうか。 

 なお、複数の自治体様向け

に SaaS 製品として展開して

いる自社製品をベースに本

業務の提案をさせていただ

く想定であり、マニュアル等

を含む当社製品の著作権は

当社が留保させていただく

ことが提案の前提となるた

め、これらの条項の解釈や文

言については選定後に確認・

協議させていただきます。 

本委託契約の中で本市用にカ

スタマイズ、改修を行ったプ

ログラムや設計書等が該当し

ます。なお、第５条第１項ただ

し書のとおり、SaaS サービス

で元から備わっている機能等

については受託者に留保しま

す。 

また、選定後に約款の記載に

関し確認及び協議を実施する

ことについては了解しまし

た。ただし、内容によっては合

意できない部分もあり得ま

す。 

 

 

 

委託契約約款 

第 15 条 

①委託者が必要と認める場

合に通知のみで仕様書の変

更が可能と読み取れる条項

となっていますので、「必要

があると認めるときは受託

者と協議の上、」等の追記い

ただけますでしょうか。 

②また「この場合において」

以下の変更や費用負担につ

いても協議により決定すべ

き内容と思われますので、削

除いただけないでしょうか。 

①②選定後に約款の記載につ

いて協議は可能です。 

 

 

委託契約約款 

第 19 条 

委託者が履行期間の短縮を

求めることができる条項と

なっていますが、これらは工

数を追加することで納期短

縮が可能な建設工事等を前

提とした条項と推察します。

本条項は IT システム調達に

は適合しないと思われます

ので削除いただけないでし

ょうか。 

当該記載は建設工事等を前提

としたものではありません。

選定後に約款の記載について

協議は可能です。 

 

委託契約約款 

第 20 条第１項 

協議が成立しない場合に委

託者が通知のみで履行期間

の変更ができる条項となっ

ていますが、契約当事者間の

公平を欠くと考えますので、

但し書きは削除いただけな

いでしょうか。 

選定後に約款の記載について

協議は可能です。 

 



委託契約約款 

第 21 条第１項 

協議が成立しない場合に委

託者が通知のみで契約金額

の変更ができる条項となっ

ていますが、契約当事者間の

公平を欠くと考えますので、

但し書きは削除いただけな

いでしょうか。 

選定後に約款の記載について

協議は可能です。 

 

委託契約約款 

第 22 条第７項 

協議が成立しない場合に委

託者が通知のみで契約金額

の変更ができる条項となっ

ていますが、契約当事者間の

公平を欠くと考えますので、

但し書きは削除いただけな

いでしょうか。 

選定後に約款の記載について

協議は可能です。 

 

委託契約約款 

第 26 条第１項 

協議が成立しない場合に委

託者が通知のみで設計図書

の変更ができる条項となっ

ていますが、契約当事者間の

公平を欠くと考えますので、

但し書きは削除いただけな

いでしょうか。 

選定後に約款の記載について

協議は可能です。 

委託契約約款 

第 27 条、第 28 条 

検査の対象となる成果物や

検査のタイミングが仕様書

から読み取れないため、具体

的に何を対象にどういった

タイミングで検査を行うこ

とを想定されているかご教

示いただけますでしょうか。

なお、仕様書中で検査・検収

について言及されているも

のは「Web アプリケーション

セキュリティに係る特記仕

様書」第４項のみと認識して

おります。 

システムの稼働については、

カスタマイズ等が行われ、正

常に動作している状態となっ

た時点で、検査する予定です。

また、業務全体については、令

和４年３月末時点で検査を行

う予定です。 

委託契約約款 

第49条  

 

本件契約は概算契約ではな

いと理解しておりますが、ご

確認いただけますでしょう

か。 

ご認識のとおりです。 

電子計算機処理等の

契約に関する情報取

扱特記事項 

第 12 条 

本条項は情報取扱に特化し

た内容ではなく、委託契約約

款の規定で足りるのではな

いかと考えますが、あえて規

定されている趣旨をご教示

いただけますでしょうか。 

委託契約約款第１条第２項に

記載の目的物の引渡しに関す

る記載を具体化したもので

す。 



業務説明書 

６ 業務内容 

（２）ア 

 

電子署名はスマホ対応が必

須という理解で良いでしょ

うか？ 

ご認識のとおりです。 

業務説明書 

６ 業務内容 

（２）ア 

 

①電子署名の必要範囲につ

いて、下記対応が必要である

認識でよろしいでしょう

か？ 

②また電子署名を必要とす

る手続きの年間申請件数に

ついては、全体の年間申請件

数の半数程度を想定してお

りますが、問題ないでしょう

か？ 

・申請データの署名（改ざん

検知のため） 

・署名に使用した証明書の

有効期間確認 

・署名に使用した証明書の

失効確認 

・署名に使用した証明書の

認証パス確認 

・署名に使用した証明書内

の情報確認 

①「電子署名の必要範囲」の意

味が不明ですが、電子署名に

ついては、本人性の確認及び

文書の真正性の確保ができる

必要があります。 

②電子署名を必要とする手続

きの年間申請件数について

は、多くても全体の７割程度

を見込んでいます。 

 

提案書評価基準 提案

書評価項目一覧 

2.2.5.1 ネットワー

ク構成変更対応 

「インターネットや専用線

など、LGWAN以外の方法でも

職員側機能が利用可能であ

ること。」とありますが、ネ

ットワーク構成変更対応後、

職員側機能はインターネッ

トや専用線を利用せずに

LGWAN-ASP サービスに対し

て、仮想デスクトップもしく

はセキュアブラウザを用い

て接続することが可能であ

れば問題ないでしょうか。 

本市のネットワーク構成変更

後に職員側機能が利用できれ

ば問題ありませんが、ご指摘

の方法では、職員が申請デー

タのダウンロード等の操作の

面で利便性が低いため、イン

ターネットや専用線等の方法

で職員側機能が利用可能であ

る方が、評価が高くなります。 

基本仕様書 

４ 全体スケジュー

ル、７ データ移行 

新システム稼働に合わせ、令

和 4 年 3 月末には全てのデ

ータ移行が完了している必

要がある認識で良いでしょ

うか？ 

ご認識のとおりです。 



業務説明資料 

６ 業務内容 

（２）ア 

本人確認（マイナンバーカー

ド等の電子証明書による認

証・署名等）の機能を持つこ

と。 

とございますが、スマートフ

ォンやパソコンの IC カード

リーダーの双方に対応する

必要があるという認識でよ

ろしいでしょうか。 

ご認識のとおりです。 

基本仕様書 

４ 全体スケジュー

ル、６ 参考データ

（１） 

2021年 12月からサービス正

式運用と記載がございます

が、12 月時点での公開予定

の手続数は、現行の R3 の

7500 手続き数が必達件数と

考えてよろしいでしょう

か？ 

令和３年 12 月からサービス

正式運用を開始し、順次現行

システムからの手続の移行を

行います。このため、12 月時

点での必達件数は特にありま

せん。 

参考データとして提示してい

る令和３年度の想定手続数

7500 手続きのうち、データ移

行が必要な手続きは約 60 手

続き、データ移行支援が必要

な手続きは約 100 手続を想定

しており、年度内に移行が必

要です。 

基本仕様書 

７ データ移行 

移行対象は過去何年分まで

となりますでしょうか？ 

また、データの総件数も併せ

てご提示願います。 

申請データの移行は不要で

す。データ移行対象は、利用者

情報と手続情報（入力様式及

び出力様式と付随する審査等

のフロー）、手続詳細情報（手

手続説明、ダウンロード様式

等）です。 

基本仕様書 

５ サービス要件 

（３）イ 

システムのエンハンス（機能

改善）を無償で行うこととご

ざいますが、要件対応表に記

載されていない要件につい

ても当提案時の金額内での

対応が必要となるのでしょ

うか？無償で機能改善を行

う際の条件をご提示願いま

す。 

サービスの提供の中で、定期

的にシステムのエンハンスが

行われていくことを想定して

おり、可能な限りオプション

プランで別料金が発生するよ

うなものではないことが望ま

しいです。 

なお、カスタマイズ部分を想

定した記載ではありません。 

基本仕様書 

７ データ移行 

市民側のアカウントは移行

しない旨記載されておりま

すが、新システムでのアカウ

ント登録の案内は現行シス

テムから通知される認識で

よろしいでしょうか？ 

新システムでのアカウント登

録の案内については、実施有

無を含めて検討中です。 



別紙１ 機能要件一覧 

No.24 

提供する環境は本番とテス

ト環境の 2 環境でよろしい

でしょうか？ 

ご認識のとおりです。 

別紙１ 機能要件一覧 

No.51 

『選択肢ごとの申込』にはセ

ミナー以外に具体的にどの

ような選択肢を想定されて

いるのかご提示願います。 

例えば先着何名まで申込可能

なものです。 

 


